
＜改正の内容＞  
規則名称 
「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例施行規則」 

 
 
今回の改正 

◆ 平成 28 年 11 月 8 日規則第 71 号（施行日：平成 29 年 4 月 1 日） 
（１）土壌基準(規則別表第 1(第 7 条、第 11 条、第 16 条、第 21 条関係))の変更 

・クロロエチレンの追加 
・１，４－ジオキサンの追加 

（２）水質基準(規則別表第 2(第 8 条、第 20 条関係))の変更 
・１，４－ジオキサンの追加 

 
 
過去の改正 

◆ 平成 27 年 3 月 31 日規則第 21 号（施行日：平成 27 年 6 月 1 日） 
（１）土壌基準(規則別表第 1(第 7 条、第 11 条、第 16 条、第 21 条関係))の変更 

・1,1-ジクロロエチレンの基準値 
・六価クロム、ふっ素の測定方法 

（２）水質基準(規則別表第 2(第 8 条、第 20 条関係))の変更 
    ・カドミウム、1,1-ジクロロエチレン、トリクロロエチレンの基準値 
    ・カドミウム、全シアン、六価クロム、ふっ素の測定方法 

（３）規則別表第 3(第 11 条、第 13 条関係) 
    土砂災害防止法の一部改正に伴う“号ずれ”の修正 
 
 
過去の改正 

◆ 平成 23 年 8 月 30 日規則第 48 号（施行日：平成 23 年 8 月 30 日） 
（１）特定事業許可申請書添付書類（規則第 11 条関係） 

以下に示す書類の添付を追加する。 
① 誓約書（別記第 7 号様式の 2 又は別記第 7 号様式の 3） 

 


